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2022年7月22日
広域系統整備委員会事務局

第62回 広域系統整備委員会
資料１

東地域及び中西地域の広域連系系統に係る

計画策定プロセスの開始について
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１．計画策定プロセス検討開始について（報告）

２．広域連系系統に係る計画策定プロセスの進め方について

３．電気供給事業者への広域系統整備委員会の運営に関する協力要請

［今回ご確認いただきたい事項］

今回ご確認いただきたい事項



3１．計画策定プロセス検討開始について（報告）

◼ マスタープラン検討に係る中間整理（2021年5月）の複数シナリオで共通する増強案、具体
的には、国の審議会（2021年12月24日 第38回再生可能エネルギー大量導入・次世代電
力ネットワーク小委員会）で示された「北海道～東京／東北ルート新設」、「九州～中国ルート
増強」、「中地域増強」 については、できる限り早期の計画策定プロセス開始に向けて検討を加
速することとされた。

◼ このたび、国の審議会（2022年7月13日 第43回再生可能エネルギー大量導入・次世代電
力ネットワーク小委員会）から、①東地域（北海道～東北～東京間）、②中西地域（関門
連系線、中地域）の地域間連系線を対象に広域系統整備に関する検討の要請を受けたため、
業務規程第51条の４（国の要請に基づく計画策定プロセスの開始）に基づき、2022年7月
20日に、当該連系線の計画策定プロセスを開始した。

（国の要請に基づく計画策定プロセスの開始）
第５１条の４ 本機関は、国から広域系統整備に関する検討の要請を受けた場合には、計画策
定プロセスを開始する。

業務規程



4（参考）マスタープラン検討に係わる中間整理（2021年5月）
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（参考）第38回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 資料１

（2021年12月24日）
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（参考）第43回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 資料２

（2022年7月13日）



7２．広域連系系統整備に係る計画策定プロセスの進め方

◼ ①東地域（北海道～東北～東京間）、②中西地域（関門連系線、中地域）の計画策定
プロセスの開始に伴い、今後、本委員会において、所定の手続きに基づき広域系統整備の検
討を進めることになる。

◼ 一方で、①東地域②中西地域の地域間連系線は、現在、取りまとめに向けて最終的な検討
が進められているマスタープランの検討内容と密接な関連にある。このため、その取りまとめの方向
性との整合を図りながら検討を進めて行く必要がある。

◼ また、①東地域については、基本要件作成の途中で国が進めている海域実地調査結果の
フィードバックが必要となるなど、標準的な計画策定プロセスの進め方に拠り難い部分がある。

◼ このため、①東地域、②中西地域ともに、これらの状況を踏まえながら、計画策定プロセスの期
間および具体的なスケジュールなどを今後検討していくこととする。



8（参考）業務規程 第54条（計画策定プロセスの進め方の決定）

（計画策定プロセスの進め方の決定）
第５４条 本機関は、計画策定プロセスを開始したときは、次の各号に掲げる事項を確認の上、設備形成に
係る委員会における検討を踏まえ、計画策定プロセスの進め方を決定する。
一 他の案件との同一性として次に掲げるもの
ア 新規の計画策定プロセスに係る案件（以下「新規検討案件」という。）と、過去の計画策定プロセス
により検討を行った案件（広域系統整備計画の策定に至らなかったものに限る。）との間の検討開
始の理由及び内容の同一性。同一性が認められる場合には、当該案件の検討を行った時からの状況
の変化の有無及び程度

イ 新規検討案件と、現在、計画策定プロセスにより検討を行っている又は検討を行おうとしている他の案
件との間の検討開始の理由又は内容の同一性。同一性が認められる場合には、当該他の案件とは
別に広域系統整備の検討を行う必要性

二 計画策定プロセスを継続する必要性
三 計画策定プロセスの進め方の決定から広域系統整備計画の策定までの期間

２ 計画策定プロセスの標準検討期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とす
る。
一 流通設備の建設、維持及び運用の実施方策の案（以下「実施案」という。）及びこれを実施する事

業者（以下「事業実施主体」という。）の募集を行う場合 １８か月
二 実施案及び事業実施主体の募集を行わない場合 １２か月

３ 本機関は、第１項の確認及び検討の結果、計画策定プロセスを継続する必要性がないと判断した場合で
あって、第１項第１号に規定する同一性を認め、他の案件と併せて広域系統整備の検討を行うことが適当で
あると認めた場合には、当該他の案件の検討において、新規検討案件の検討開始の理由及び内容を考慮す
るものとする。
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（参考）業務規程 第54条第1項 他の案件との同一性の確認

（第32回広域系統整備委員会資料２－（１） 2018年3月9日）

②中西地域の「関門連系線」は、過去の計画策定プロセスにより検討を行った案件に該当するため、今
回の計画策定プロセスの検討は、電源開発動向などの環境変化や最新の技術動向などを確認し、計画
策定プロセスを検討する位置付け。



10（参考）計画策定プロセスの標準的な流れ
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（参考）計画策定プロセスの標準的なスケジュール

【実施案及び事業実施主体の募集を行う場合（標準検討期間18か月）】

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

開始手続き

進め方の検討

対策案の検討
（基本要件の検

討）

受益者範囲の検討

実施案の募集

実施案の検討

負担割合の検討

広域系統整備計画
取りまとめ・届出

広域系統
整備委員会

評議員会

理事会

その他

増強要否・対策案検討、各案比較評価

受益者範囲の検討

実施案作成 実施案評価

★進め方
★状況報告 ★基本要件(原案)

★基本要件

★ 状況報告

★状況報告

★状況報告

★評価★論点確認

★整備計画★実施案

●計画策定プロセス開始 ●基本要件決定 ●評価

●実施案決定

●負担割合案

●負担割合、
整備計画決定

◇基本要件 ◇状況報告
◇負担割合案、整備計画

★負担割合案★状況報告

■届出

●進め方決定

●HP公表（開始）

●HP公表（取りまとめまでに要する予定について）

●HP公表（計画策定プロセス期間中における系統アクセス業務の取扱いについて）

●HP公表（基本要件及び受益者の範囲の決定について）

●HP公表
（整備計画）

募集要綱の検討 パブコメ

実施案及び事業実施主体の募集

応募意
思表明

応募資格審
査

説明
会

★募集要綱案

●募集

★募集要綱案

★評価

●評価

★開始

●協力要請

★系統アクセスの扱い

●HP公表（要綱パブコメ）

●HP公表（要綱）
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３．電気供給事業者への広域系統整備委員会の運営に関する協力要請

（送配電等業務指針 第31条）

◼ 広域機関での技術検討にあたり、既存設備の知見を有する電気供給事業者（一般送配電
事業者(沖縄電力を除く)及び送電事業者）へ検討に必要な情報の提供等の協力を求める。

◼ 具体的な協力要請は以下のとおり。

（協力を要請する電気供給事業者）

（協力要請項目）

✓ 計画策定プロセスにおいて検討に必要となる系統情報の提示

✓ 計画策定プロセスにおいて検討に必要となる対策工事に関する事項の提示

✓ その他検討に必要な事項の提示

（設備形成に係る委員会への協力）
第３１条 電気供給事業者は、業務規程第４７条の規定により設置された広域連系系統の設備形成等に
関する常設の委員会（以下「設備形成に係る委員会」という。）の要請に基づき、設備形成に係る委員会の
運営に関して協力しなければならない。

送配電等業務指針

【中西地域】

✓ 中部電力パワーグリッド株式会社

✓ 北陸電力送配電株式会社

✓ 関西電力送配電株式会社

✓ 中国電力ネットワーク株式会社

✓ 四国電力送配電株式会社

✓ 九州電力送配電株式会社

✓ 電源開発送変電ネットワーク株式会社

【東地域】

✓ 北海道電力ネットワーク株式会社

✓ 東北電力ネットワーク株式会社

✓ 東京電力パワーグリッド株式会社

✓ 電源開発送変電ネットワーク株式会社


